
計画相談支援・障害児相談支援
の報酬改定等について
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資料10-1（訪問系・相談支援系） 令和3年3月24日

障害福祉サービス等に係る事業者説明会

千 葉 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 課



• 特定事業所加算は廃止され、新たに機能強化型が新設されます！
• 機能強化型の算定要件に関する書類の提出は、まだ詳細が示されていないため、

令和３年４月上旬にメールでお示しする予定です。締切は４月中旬予定です。
（事務負担軽減も検討します。）
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特定事業所加算が廃止され、基本報酬に組み込まれます！
1. 特定事業所加算（Ⅱ） ⇒ 機能強化型（Ⅰ）
2. 特定事業所加算（Ⅲ） ⇒ 機能強化型（Ⅱ）
3. 特定事業所加算（Ⅳ） ⇒ 機能強化型（Ⅲ）
4. 【新設】 ⇒ 機能強化型（Ⅳ）
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上記期間は、あくまで標準期間です。個々の事情を勘案し、モニタリング期間をご提案くださ
い。ただし、標準期間以外で設定する場合、その理由が分かるようサービス等利用計画等へ記
載してください。
例：標準期間の設定がない「２月ごと」を提案、標準が「３月ごと」のところを長く「６月ご
と」と提案、標準が「６月ごと」のところを短く「３月ごと」と提案するなど。
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サービス担当者会議は、サービス利用支援（計画作成）の際に必須の過程です。
テレビ電話装置等も活用していきましょう。
サービス担当者会議の記録は忘れずに作成願います！
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その他留意事項①

モニタリング月の変更手続きについて

⚫ モニタリング月として設定していない月に、モニタリングを実施する
ことは認められていません。（ここでいうモニタリングとは、継続
サービス利用支援のことであり、サービス提供時モニタリング加算や
集中支援加算のことではありません。）

⚫ 一次審査（国保連合会の審査）でモニタリング月と請求情報も審査さ
れるようになりましたので、設定月以外に継続サービス利用支援を請
求した場合、二次審査（市町村の審査）では原則返戻で対応していま
す。

⚫ 対象者不在等のやむを得ない場合は、予定月の翌月までであれば、事
前連絡を不要としています。（※ただし、翌月対応となった理由等の
記録を整備する必要があります。）

⚫ 新型コロナウイルスによる臨時的取り扱いは、「新型コロナウイルス
臨時的取り扱い（相談支援）」の資料をご覧ください。
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次ページ以降は、介護保険利用者の計画作成についての一例です。

介護保険利用者の計画作成について

【障害固有サービス以外】

⚫介護保険制度のサービスを利用する場合については、ケアプラン作成
対象者となるため、基本的にサービス等利用計画を作成する必要はあ
りません。

【障害固有サービス】

⚫障害福祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立
訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する
場合であって、サービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には
求める場合もあります。

⚫障害福祉サービス固有のものと認められるサービスであっても、ケア
プランで対応できるときは、サービス等利用計画案の作成は求めない
ものとします。

その他留意事項②



介護保険利用者の計画作成についての一例

訪問介護（介護）、居宅介護（障害・上乗せ分）、同行援護【障害固有
サービス】を利用する場合

例１
ケアプラン

訪問介護（介）
居宅介護（障）

サービス等利用計画

【固】同行援護（障）

相談支援専門員

相談支援専門員が不足しているので、
相談員が２人いる状態はあまり望ま
しくありません。
例２か例３に移行できるのが望まし
いですが、例１で対応することを禁
止するものではありません。

例２
ケアプラン

訪問介護（介）
居宅介護（障）

【固】同行援護（障）

ケアマネ

ケアマネ
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例３
ケアプラン

訪問介護（介）
居宅介護（障）

サービス等利用計画

【固】同行援護（障）

１人の相談支援専門員が、指定居宅介護支援と一
体的に指定サービス利用支援等を行う場合、減算
があるので注意が必要です。
要介護度によって算定する減算が異なります。
• 居宅介護支援費重複減算（Ⅰ）
• 居宅介護支援費重複減算（Ⅱ）
• 介護予防支援費重複減算

相談支援専門員を増員する場
合は、補助金制度をご活用く
ださい。「千葉市計画相談支
援推進事業補助金について」
の資料をご覧ください。

ケアマネ 兼
相談支援専門員
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【参考】 相談支援専門員と補助職員について

➢ 相談支援専門員の業務の省力化を目的として、補助職員による業務の補助が認められ
ています。
ただし、補助職員が行える業務には限りがありますので、ご留意ください。

【厚生労働省 相談支援関係Ｑ＆Ａより抜粋】

【厚生労働省 事務連絡（平成26年2月27日）より抜粋】

サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の
下に補助的業務を行うものである。なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
⚫居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメントの実施
⚫利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画等の説明
⚫サービス担当者会議におけるサービス担当者への質問・意見の聴取

その他の補助業務（例：面談のためのスケジュール調整、記録のワープロ打ち、書類整理等）につ
いては、各業務に対する習熟度等も勘案した上で、管理者の判断に基づき各事業所において補助職員
に行わせることも可能である。
なお、モニタリングについても同様である。
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➢ 所定の研修を修了した事業所は、専門性を有する計画相談支援事業所として、千葉県のホームページで公表さ
れています。

➢ 当該研修は、各種支援体制加算の対象となる研修でもありますので、研修の受講について積極的にご検討くだ
さい。（加算取得にあたっては市への届け出が必要）

【千葉県ＨＰ】 https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/service/soudanshien/index.html
ホーム ＞ くらし・福祉・健康 ＞ 福祉・子育て > 障害者(児) ＞ 障害のある人のための通所や在宅などでのサービス
＞ 相談支援（障害福祉サービス）
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千葉県ＨＰで公表されています

専門性を有する計画相談支援事業所の公表状況について

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/service/soudanshien/index.html

